
議   第  ２２８  号   

令和 ４ 年１１月３０日提出   

 

   熊本市立高等学校条例の一部改正について 

 

 熊本市立高等学校条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立高等学校条例の一部を改正する条例 

 

熊本市立高等学校条例（昭和３９年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条第１項中「入学を許可された」を「入学する」に改め、「入学と同時に」を

削り、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 高等学校の入学料を徴収する時期は、それぞれ市長が定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  入学料の徴収に係る規定の整備をするため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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〇 熊本市立高等学校条例（昭和３９年条例第４０号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

（入学料） （入学料） ※実務に応じた

規定の整備 

第６条 高等学校に入学する    者

からは、入学と同時に入学料5,650円を

徴収する。 

 

２ 高等学校の入学料を徴収する時期

は、それぞれ市長が定める。 

 

３ 前条第２項の規定は、既納の入学料

について準用する。 

 

第６条 高等学校に入学を許可された者

からは、入学と同時に入学料5,650円を

徴収する。 

 

【新設】 

 

 

２ 前条第２項の規定は、既納の入学料

について準用する。 

 

 

※入学料の徴収

時期を、高校ご

とに定めること

ができるように

するための改正 

（必由館高校の

納付書払いを見

据えて） 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年１月１日から施行する。 




